
（別添２） 

義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する基本指針（抄） 
（平成２９年３月３１日 文部科学大臣決定） 

【夜間中学に関する主な記載を抜粋】  

 

３．夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供等に関する事項 

夜間中学等における就学の機会の提供等については、次に掲げる施策等を実施する。 
（１）夜間中学等の設置の促進等 

① 設置の促進 

法第１４条では、全ての地方公共団体に夜間中学等の設置を含む就学機会の提供その他の必要な措置を

講ずることが義務づけられている一方、平成２８年度現在、夜間中学は８都府県２５市区３１校の設置に

止まっている。このため、全ての都道府県に少なくとも一つは夜間中学等が設置されるよう、また、その

上で、更に各地方公共団体においてニーズを踏まえた取組が進むよう、夜間中学等の設置に係るニーズの

把握や設置に向けた準備の支援、法第１５条に規定する都道府県及び市町村の役割分担に関する事項の協

議等を行うための協議会の設置・活用、広報活動などを推進する。また、平成２９年度から新たに、市町

村が設置する場合だけでなく、都道府県が設置する場合においても、夜間中学等に係る教職員給与費の３

分の１を国庫負担することとしたところであり、都道府県立によるものも含め、夜間中学等の設置を促す。 
② 既設の夜間中学等における教育活動の充実 

既設の夜間中学等における教育活動の充実が図られるよう、個々の生徒のニーズを踏まえ、小学校段階

の内容を含め生徒の年齢・経験等の実情に応じた教育課程の編成ができることを明確化するとともに、必

要な日本語指導の充実を図る。 
③ 自主夜間中学に係る取組 
ボランティア等により自主的に行われているいわゆる自主夜間中学についても、義務教育を卒業してい

ない者等に対する重要な学びの場となっており、各地方公共団体において、地域の実情に応じて適切な措

置が検討されるよう促す。 
 

（２）夜間中学等における多様な生徒の受け入れ 
夜間中学等については、戦後の混乱期の中で様々な事情により義務教育未修了のまま学齢を超過した者

に対して教育の機会を提供してきた。現在、このような義務教育未修了者に加えて、本国において義務教

育を修了していない外国籍の者、また、不登校など様々な事情から実質的に十分な教育を受けられないま

ま学校の配慮等により卒業した者で、中学校等で学び直すことを希望する者を受け入れ、教育機会の提供

を行うことが期待されている。 
さらに、不登校児童生徒の多様な教育機会を確保する観点から、不登校となっている学齢生徒を、本人

の希望を尊重した上で夜間中学等で受け入れることも可能である。 
引き続き、各地域の実情を踏まえつつ、法第１５条に規定する協議会の活用や必要な環境整備の推進な

どにより、夜間中学等における教育活動を充実させるとともに、受け入れる生徒の拡大が図られるよう取

り組む。 
 

４．その他教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進するために必要な事項 

その他教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進するため、次に掲げる施策等を実施する。 
（１）調査研究等 

不登校児童生徒の状況や夜間中学等の現状等について、その実態を踏まえた施策の推進が可能となるよ

う、教育委員会や学校現場の負担にも配慮し、調査の内容や方法の改善を図りつつ、継続的に調査研究や

結果の分析を行うとともに、全国の好事例を収集し情報提供を行う。 
（２）国民の理解の増進 

法の趣旨や本基本指針の内容、不登校児童生徒に対する支援や夜間中学等の活動等について、政府の広

報誌、文部科学省ホームページ、手引きの作成・配布、説明会の実施等を通じた広報活動を推進する。 

（３）人材の確保等 
不登校児童生徒に対する支援や夜間中学等に携わる教職員に対し、教育機会の確保等に関する理解等を

深めるための研修の充実を図るほか、教員の養成においても、これらの知識や理解を深める取組を推進す

る。また、児童生徒一人一人に対するきめ細やかな指導が可能となるよう、教職員の体制充実に加え、ス

クールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーなど専門スタッフの配置を充実する。 

（５）相談体制等の整備 

不登校児童生徒に対する支援や夜間中学等に関する様々な情報の提供を積極的に行うとともに、不登校

に関する相談等に対応できるよう、関係機関、学校及び民間の団体の間の連携による相談体制の整備を推

進する。 


